
R5

概
要

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民税均等割のみ課税世帯）
に対して1世帯当たり10万円を支給するとともに、同世帯及び住民税均等割非課税世帯に対して、その世
帯が扶養する子ども1人当たり5万円を支給するものである。

R7

1‐2‐3 安心・安全に地域で生活できる環境づくり （千円）

最
優
先

低所得世帯価格高騰重点支援給付金支給事業 福祉総務課

R8

803,362

期間：R5～R6 R6 ※R5予算を繰越

新規


